
平成１７年１月スタート　自動車リサイクル法　　　　　　

ゴミを減らし資源を無駄にしないリサイクル型の社会を作るために車のリサイ

クルを進める法律で会計処理が問題になります。

新車購入時、継続検査時で預託した場合のリサイクル料金は

①シュレッダーダスト料金　②エアバッグ類料金　③フロン類料金　④情報管

理料　⑤資金管理料金の５つの金額から構成されています。この内、①～④は、

支払った時に（長期）前払費用となり、資産勘定に計上します。後々この自動

車を廃車した時に必要経費に振替えます。また、売却（下取り）した時は、買

主からこの金額を回収します。⑤は支払った時点で必要経費になります。




